
スーパーシティに係る新制度（案）の概要

基本方針の改正で実現

閣
議
決
定

国
家
戦
略
特
区
基
本
方
針
（
第
５
条
）

※

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
の
意
義
、
指
定
基
準
等
を
追
加

政
令
改
正

国
家
戦
略
特
区
指
定
（
第
２
条
第
１
項
）

※

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
と
す
る
区
域
を
政
令
指
定

総
理
決
定

国
家
戦
略
特
区
区
域
方
針
（
第
６
条
）

※
指
定
さ
れ
た
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
区
域
の
方
針
を
追
加

（
地
方
事
務
の
場
合
）



条
例
に
よ
る
特
例
措
置
の
実
現



規
制
所
管
大
臣
に
対
す
る
新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
の
求
め

区
域
会
議
は
、
先
端
的
区
域
デ
ー
タ
活
用
事
業
活
動
の
実
施
に
際
し
、
内
閣
総
理
大
臣

に
対
し
、
住
民
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
の
意
向
を
踏
ま
え
た
区
域
計
画
案
を
添
え
て
、

内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
（
住
民
合
意
を
証
す
る
書
面
、
必
要
に
応
じ
条
例

に
よ
る
規
制
改
革
の
案
を
添
付
）
、
新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
の
整
備
を
「
求
め
」
る

こ
と
が
で
き
る
。

•

内
閣
総
理
大
臣
は
、
当
該
規
制
の
所
管
大
臣
に
新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
の
検
討
を
要

請
す
る
。
規
制
所
管
大
臣
は
、
特
例
措
置
を
講
ず
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
特
区
諮
問
会

議
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
遅
滞
な
く
通
知
・
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

•

特
区
諮
問
会
議
は
、
必
要
に
応
じ
、
規
制
所
管
大
臣
に
対
し
勧
告
す
る
こ
と
が
き
る
。

特区法の改正で実現

区
域
計
画
の
案
（
通
称
：
基
本
構
想
）
の

作
成
（
第
８
条
）

・
区
域
の
名
称

・
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
事
業
（
住
民
等
の
共
同
の
福
祉
又

は
利
便
増
進
を
図
る
デ
ー
タ
連
携
基
盤
整
備
事
業
を

含
む
も
の
に
限
る
）
の
内
容
及
び
実
施
予
定
主
体

・
先
端
的
区
域
デ
ー
タ
活
用
事
業
活
動
に
必
要
と
見
込

ま
れ
る
特
例
措
置

・
経
済
的
社
会
的
効
果

等

区域会議
（特区担当大臣・
首長・事業者等）

総
理
認
定

デ
ー
タ
連
携
基
盤

整
備
事
業
に
係
る

区
域
計
画
（
第
８

条
）

・
国
等
が
保
有
す
る

デ
ー
タ
の
提
供
の

「
求
め
」
（
安
全
管

理
基
準
を
満
た
す
者

に
限
る
）

（
国
事
務
の
場
合
）



新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
の
追
加

特
区
事
業
の
実
現
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